
新・文化庁における文化政策の展開について
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文化庁移転協議会（第５回）
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＜ステップ①＞

■ 一部先行移転

2016 2017 2018 2019 2020 2021
（28年度） （29年度） （30年度） （31年度）

２９年度
予算・
機構要求

■本格移転

文化庁移転の進め方

今般の取組は、京都以外の全国各道府県をはじめ、国民の理解を得ながら文化庁の機能の強化を図りつつ、
組織の抜本的改編を行うものであるため、計画的・段階的に進める必要。このため、
（１）京都の官民の協力を得た文化庁の京都移転の具体的メリットを示すことにより、国民の理解を得るため

の先行的取組・本格移転の準備を行うため、２９年度から「一部先行移転」を実施。
（２）また、29年6月に成立した文化芸術基本法を受け、 30年6月、文化庁の機能強化・抜本的な組織改編

に係る文部科学省設置法の改正法が成立。
業務に一時の停滞もきたさないように配慮しつつ、円滑に移転を実施。

【工程表（案）】

◆機能強化と組織改革の方向性

・ 時代区分を超えた組織編制、分野別の

縦割型から目的に対応した組織編制とし、

政策課題への柔軟かつ機動的な取組みへ

対応、文化財をはじめ文化芸術資源の活

用を促進

・ 関係府省庁、地方公共団体、民間、大学、

文化芸術団体などに広く開かれた総参画

体制により、新たな領域への積極的な対

応を強化

◆本格移転における組織体制の大枠

・ 文化庁・本庁を京都に置く。

・ 本庁に文化庁長官及び次長を置く。

・ 本庁においては、国会対応、外交関係、

関係府省庁との連携調整等に係る政策の

企画立案業務及び東京で行うことが必要

な団体対応等の執行業務を除くすべての

業務を行う。

＜移転により目指す新・文化庁の姿＞

※文化関係独立行政法人について、広報発信・相談機能を置くことを検討

【基本方針】

新・文化庁

～「縦割」を超えた開放的・

機動的な文化政策集団～

○新・文化庁
発足

組織体制、移転場所等の検討

■ 文化庁移転協議会

８月
概要の
とりまとめ

１２月
移転先候補の
絞り込み等

7月
組織の大枠、本格移転
場所、移転時期の決定

新たな文化芸術基本法の施行 ＜ステップ②＞

全面的
な移転
（同時
に国会
対応等
の東京
体制
整備）

京都に「地域文化創生本部」を設置

遅くとも2021年
度中を目指す

30年度
予算・
機構要求

文化庁の機能強化・
抜本的な組織改編に係る

設置法改正

京都府警察本部本館の改修・増築

○職員数は、全体の7割を前
提に、地元の協力も得なが
ら250人程度以上を見込む
○本格移転先を京都府警察
本部本館に決定
（文化的な環境、交通の便、
適正な規模、ICT環境、耐
震性や工期・費用等を総合
的に検討）

○場所：京都市上下水道局旧東山営業所 組織：地元の協力も得て、38人体制を構築
○地域の文化芸術資源の活用による地方創生
○文化財を活かした総合的な観光拠点の形成などのモデル事業等を実施し、政策手法を共同開発
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地域文化創生本部（先行移転）の概要
【設置時期】平成29年４月

【庁舎の場所】京都市東山区東大路通松原上る３丁目
毘沙門町43－3（京都市上下水道局旧東山営業所）

【事務局員数】39名（平成30年8月現在）
構成：文部科学省・文化庁 8（文化財・芸術文化調査官含む），

農林水産省 1，外務省 1
地方公共団体 17（京都府，京都市，関西広域連合（滋賀県，

奈良県，和歌山県，兵庫県，堺市，神戸市），札幌市）
企業・経済団体 4（㈱淡交社，㈱ＪＴＢ西日本，凸版印刷㈱，

京都商工会議所）
大学事務職員 2（京都大学，大阪大学），大学等研究者 3
事務補佐員 3

地域文化創生本部の体制

連携・調整の仕組み
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遠隔会議による働き方改革

松坂浩史（文化庁）

本田一泰（京都府）・藤田洋史（京都市）

【地域文化創生本部会議（文化庁）】
・本部長（文化庁長官）が主宰し、１～２か月に１回、テレ
ビ会議システムで東京-京都を結んで開催
・本部の業務運営に関する各課との情報共有・調整を図る

【地域文化創生連絡会議（京都・関西）】
・地域文化創生本部が主宰し、年数回開催
・京都府・京都市・京都商工会議所・関西広域連合・関西経
済連合会の参加により、地元における文化芸術の振興や創生
本部と地元の連携の在り方等について情報交換・議論する

３階大会議室
（７０インチ２面）

職員用PC

文化庁特別会議室
（７０インチ・２面）

４階打合せ室
（５５インチ・２面）

職員用PC

Ｔ
Ｖ
会
議

Ｓ
ｋ
ｙ
ｐ
ｅ

３階小会議室
（設置時期調整中）

≪京都≫ ≪東京≫

庁議（毎週）
本部会議
審議会部会
事務打合せ
ヒアリング
など

事務打合せ
幹部への説明
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地域文化創生本部の活動

平成30年度 44億円

〈主なもの〉
伝統文化親子教室事業

12.7億円

文化芸術創造拠点形成事業
23.1億円

観光拠点形成重点支援事業
3.6億円

地域の文化財の総合的な保存活用に
係る基本計画等策定支援事業

2.6億円
地域文化創生本部管理費 1.1億円

これまでの主な活動

本部関連予算 開所後の主な成果

歴史文化基本構想説明会 暮らしの文化フォーラム 全国高校生伝統文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 地元自治体や関係機関と
の意見交換会

大学等との連携による共同
研究実施

このほか

地元関係者・団体との意見交換（大学、経済界、文化関係者・
団体等）
本部発足記念セミナー（H29.9）、一周年記念フォーラム
（「和食」をテーマに長官が対談）（H30.6）の開催

予算事業の運営・執行

文化芸術の経済的・社会的影響の数値評価に向けた調査研
究や諸外国における文化政策の比較調査
京都移転のPR活動、メディア取材対応 等々

京都府市など地方自治体との関係が深まることにより、これまで十分に受け止められていなかった地
方自治体のニーズや文化庁施策への意見を把握している（特に地方自治体における文化行政の範囲と
文化庁の文化行政の範囲における大きなギャップ等）。また、日常的に意見交換等を行うことで、新
たな文化政策の企画立案等に向けた地元の視点や知見・ノウハウ等を生かした連携・協力を進める環
境が生まれている。

産業界との関係も、従来は全国規模の経済団体との関係が中心であったが、関西経済連合会、京都や
大阪の商工会議所のほか、個々の企業との意見交換を行っている。これらにより、産業界や企業の文
化庁へ期待することを把握し、施策に反映させることを検討している。

政策調査研究では、文化の経済的価値を正しくとらえる手法の検討を進めており、今秋にはその試算
を学会等で発表する。また、大学等との共同研究を行うことを通じて、新しい領域に関する知見の蓄
積や諸外国の文化政策の比較調査を行っている。

暮らしの文化関連では、昨年６月に改正された文化芸術基本法を受け、新たに食文化を含む生活文化
等を、衣食住、遊び、学び、働きなど生活の様々な観点から総合的に捉えるため、有識者へのヒアリ
ング等を行うなど、施策の基本体制を整備している。



（平成２９年６月２３日公布・施行）

１．文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策を法律の範囲に取り込むこと
２．文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用すること

第一 改正趣旨

第二 改正概要

１．題名等
法律の題名を「文化芸術基本法」に改正。前文及び目的について所要の整理。（1条）

２．総則
基本理念を改めるとともに、文化芸術団体の役割、関係者相互の連携及び協働並びに税制上の措置を規定。（2条、5条の2・3、6条）

＜基本理念の改正内容＞
①「年齢、障害の有無又は経済的な状況」にかかわらず等しく文化芸術の鑑賞等ができる環境の整備、②我が国及び「世界」において文化芸術活動が活
発に行われる環境を醸成、③児童生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性、④観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業などの各関連分野に
おける施策との有機的な連携

３．文化芸術推進基本計画等（7条・7条の2）
文部科学大臣が関係府省庁の施策も含んだ「文化芸術推進基本計画」の案を作成。「文化芸術推進会議」における連絡調整を経て政府が同
計画を策定。地方公共団体が定める「地方文化芸術推進基本計画」（努力義務）について規定。
４．基本的施策
① 芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能の振興について、伝統芸能の例示に「組踊」を追加するとともに、必要な施策の例示に「物品の保存」、
「展示」、「知識・技能の継承」、「芸術祭の開催」などへの支援を追加。（8条～11条）

② 生活文化の例示に「食文化」を追加するとともに、生活文化の振興を図る。（12条）
③ 各地域の文化芸術の振興を通じた地域の振興を図ることとし、必要な施策の例示に「芸術祭への支援」を追加。（14条）
④ 国際的な交流等の推進に関する必要な施策の例示に「海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及へ
の支援」及び「文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣」を追加。（15条）

⑤ 芸術家等の養成及び確保に関する必要な施策の例示に国内外における「教育訓練等の人材育成への支援」、「文化芸術作品の流通促
進」を追加。（16条）

⑥ 国が公共の建物等において、文化芸術作品の展示等を行う努力義務を追加。（28条）等
５．文化芸術の推進に係る体制の整備（36条・37条）
関係府省庁（文科省及び内閣府、総務省、外務省、厚労省、農水省、経産省、国交省その他の関係行政機関）で構成する政府の文化芸術推
進会議、地方公共団体の文化芸術推進会議等について規定。

○ 文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方等を含め検討を加え、必要な措
置を講ずる。（附則2条）

第三 その他

新・文化芸術基本法について（平成29年一部改正概要）
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文化芸術推進会議について

文化芸術推進会議の設置・開催

１．目的：「文化芸術基本法」第36条に基づき、関係府省庁が文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため
文化芸術推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

２．組織：推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
内閣府知的財産戦略推進事務局長、
総務省大臣官房審議官（情報流通行政局担当）、
外務省大臣官房国際文化交流審議官、
文部科学省大臣官房総括審議官、
文化庁長官、文化庁次長、
厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、
農林水産省食料産業局長、
経済産業省商務・サービス審議官、
国土交通省総合政策局長、観光庁次長、
環境省大臣官房審議官

※推進会議に議長を置く。議長は文化庁長官をもって充てる。

※推進会議は必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見を聴くことができる。

■第１回 平成29 年11 月10 日（金）
議題：
（1）文化芸術推進会議の設置について
（2）文化芸術推進基本計画の策定に向けた検討について
（3）その他

■第２回 平成30 年2 月16 日（金）
議題：
（1）文化芸術推進基本計画（第１期）（案）について
（2）その他

これまでの開催
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著作権

文化芸術に対する
効果的な投資と

イノベーションの実現

文化芸術に対する
効果的な投資と

イノベーションの実現

国際文化交流・協力の推進と
文化芸術を通じた相互理解・
国家ブランディングへの貢献

国際文化交流・協力の推進と
文化芸術を通じた相互理解・
国家ブランディングへの貢献

多様な価値観の形成と
包摂的環境の推進による
社会的価値の醸成

多様な価値観の形成と
包摂的環境の推進による
社会的価値の醸成

地域の連携・協働を推進する
プラットフォームの形成

地域の連携・協働を推進する
プラットフォームの形成

多様で高い能力を有する
専門的人材の確保・育成
多様で高い能力を有する
専門的人材の確保・育成

• クールジャパン戦略（内閣府）
• 放送コンテンツ等の海外展開（総務省，外務省）
• 外務省・国際交流基金の文化・日本語事業（外務省）
• スポーツ文化ツーリズム（スポーツ庁，文化庁，観光庁）
• 和食文化の国内外への発信、国産花きや茶の需要拡大、鯨類に
関する文化の情報発信（農水省）

本質的価値

• 児童福祉文化財、障害者芸術文化活動（厚労省）
• 日本商品・サービスの海外需要開拓、伝統的工芸品、コンテンツ産業（経産省）
• 歴史・文化を活かしたまちづくり、海外日本庭園の再生（国交省）
• 訪日プロモーション、文化観光資源の活用、多言語化解説整備支援（観光庁）
• 国立公園の情報発信（環境省）
• 国際的な文化発信拠点、地域の文化クラスター（文化庁） 等

戦略６戦略５

戦略3 戦略2 戦略4

文化芸術の創造・発展・継承と
豊かな文化芸術教育の充実

文化芸術の創造・発展・継承と
豊かな文化芸術教育の充実

社会的・経済的価値

戦略1

今後5年間に推進すべき
170の基本的な施策を記載

芸術

文化財

国語・日本語
メディア芸術

芸能

暮らしの文化

伝統芸能

い

目標１ 文化芸術の創造・発展・継承と教育
文化芸術の創造・発展，次世代への継承が確実に行われ，全ての人々に充実した文化芸術教育と文化芸術活動の参加機会が提供されている。
目標２ 創造的で活力ある社会
文化芸術に効果的な投資が行われ，イノベーションが生まれるとともに，文化芸術の国際交流・発信を通じて国家ブランド形成に貢献し，活
力ある社会が形成されている。
目標３ 心豊かで多様性のある社会
あらゆる人々が文化芸術を通して社会に参画し相互理解が広がり，多様な価値観が尊重され，心豊かな社会が形成されている。
目標４ 地域の文化芸術を推進するプラットフォーム
地域の文化芸術を推進するためのプラットフォームが全国各地で形成され，多様な人材や文化芸術団体・諸機関が連携・協働し,持続可能で回
復力のある地域文化コミュニティが形成されている。

今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性（2018～2022年度）

「文化芸術推進基本計画（第１期）（平成30年3月6日閣議決定）」の概要
い
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○ 京都への全面的な移転に向け、新・文化庁にふさわしい組織改革・機能強化を図り、文化に関する施策を総合的に推進
する。
※ 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律（平成29年法律第73号）附則第２条に規定された検討の結果に基づく措置
（文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討）
第二条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。

第一 改正趣旨

文部科学省設置法の一部を改正する法律の概要
い

第二 改正概要

第三 施行期日等

１．文部科学省及び文化庁の任務について、文化の振興に加え、文化に関する施策の総合的な推進を位置付ける。

また、その所掌事務に、

①文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
②文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること

を追記し、文化庁が中核となって我が国の文化行政を総合的に推進していく体制を整備する。

２．芸術に関する教育に関する事務を文部科学省本省から文化庁に移管することにより、芸術に関する国民の資質向上について、
学校教育における人材育成からトップレベルの芸術家の育成までの一体的な施策の展開を図る。
※ 小学校の「音楽」「図画工作」、中学校の「音楽」「美術」、高等学校の「芸術（音楽・美術・工芸・書道）」等に関する基準の設定に関する事務を文化庁に移管する。

３．これまで一部を文部科学省本省が所管していた博物館に関する事務を、文化庁が一括して所管することにより、博物館の更なる
振興と行政の効率化を図る。
※ 社会教育施設としての博物館（文化施設としての美術館及び歴史博物館のほか、水族館、動物園及び科学博物館等も含む）に関する事務全般を文化庁で所管する
こととする。

４．その他、文化審議会の調査審議事項など、上記１．～３．の任務・所掌事務の追加を踏まえた見直しを行う。

成立 平成30年６月８日 公布 平成30年６月１５日 施行期日 平成30年１０月１日

第四 附帯決議（抜粋）
六 文化庁が京都への本格移転に向け、予定しているその効果及び影響の検証結果については、文化庁の京都移転が、政府関係機関の地方への
移転の先行事例であることを踏まえ、適宜国会へ報告すること。 7



～新・文化庁 機能強化のポイント～

文化庁については、地域の文化資源を活用した観光振興や地方創生の拡充に向けた対応の強化、我が国の文化の国際発信力の向上、食文化など生活文化の振興、科学技術を活用した新文化
創造や文化政策調査研究など、文化庁に期待される新たな政策ニーズ等に対応できるよう機能強化を図りつつ、京都に全面的に移転する。（略）また、文化庁の機能強化及び抜本的な組織改
編を検討し、これに係る文部科学省設置法（平成11年法律第96号）の改正案等を平成30年１月からの通常国会を目途に提出するなど、全面的な移転を計画的・段階的に進めていく。

◆まち・ひと・しごと創生基本方針 2017（H29.6閣議決定）

◆文化部・文化財部の２部制廃止

＜政令事項その他＞

＜機能強化＞

✔ 柔軟かつ機動的な取組みの推進

◆次長２名体制 ✔ 本格移転（遅くとも2021年度）に向けた準備、マネジメント強化
✔ 2020文化プログラムの強力な推進

◆文化財関係部局の機能別再編 ✔ 適切な保護と、観光・産業と連携した文化芸術資源の活用を推進

✔ 文化芸術体験・専門人材育成の質の向上
✔ 博物館行政の効率化

・大学との連携を生かした文化政策調査研究
・国内外への日本文化の発信
・食文化等の生活文化振興や新たな文化創造
・各省と連携した文化GDP拡大

を担う体制整備

他府省・自治体・民間等からの参画 ✔人材多様化による組織活性化

✔ 文化庁が中核となって我が国の文化政策を総合的に推進

◆・文化に関する基本的政策の企画立案推進機能
・関係行政機関の事務調整機能 付与

◆本省業務(芸術に関する教育、博物館)の一元化

＜法律事項＞

◆文化庁施策に閉じない「文化芸術推進基本計画」の策定
◆関係府省庁で構成する「文化芸術推進会議」の設置

新・文化芸術基本法(H29.6施行)

文部科学省設置法改正法

✔ 政策立案・発信機能の強化
✔ 文化による社会的・経済的価値の創出

文化芸術の力で
一億総活躍

日本文化ブランドで世界を魅了
文化芸術資源で

地方創生・地域活性化

◆経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」（H29.6閣議決定）
＜参考＞

「文化経済戦略(仮称)」を策定し稼ぐ文化への展開を推進するとともに、政策の総合的推進など新たな政策ニーズ対応のための文化庁の機能強化等を図る。2020年までを文化政策推進重点
期間として位置づけ、文化による国家ブランド戦略の構築と文化産業の経済規模（文化ＧＤＰ）の拡大に向け取組を推進する。
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